
昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十
一
日
受
領 

答

弁

第

三

号 

   

衆
議
院
議
員
和
田
貞
夫
君
提
出
捜
査
関
係
事
項
照
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
四
第
三
号 

昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
和
田
貞
夫
君
提
出
捜
査
関
係
事
項
照
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
九
十
七
条
第
二
項
は
、
「
捜
査
に
つ
い
て
、
公
務 

 

所
又
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
規
定
し
て
い
る
が
、
御 

 

指
摘
の
照
会
は
、
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
適
法
か
つ
妥
当
な
職
務
行
為
で
あ
る
と
考 

 

え
て
い
る
。 

し
た
が
つ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
格
別
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




